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業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ競技別リハーサル大会学校観戦輸送バス運行業務 

 

２ 業務目的 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「市実行委員会」とい

う。）が実施するわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ競技別リハーサル大会を観戦する市内の小

学校の児童（引率者を含む）を安全・確実かつ円滑に輸送するために輸送バスを運行す

ることを目的とする。 

 

３ 業務期間 

契約締結日から令和６年１１月２９日（金）までとする。 

 

４ 業務場所 

 市実行委員会が指定する場所 

 

５ 業務内容 

(1) バスの手配 

 ア バスの種類 大型バス（正座席４５席以上のもの） 

 

 イ 日別バス配車台数 

   

   １０月２１日（月） １１月１４日（木） １１月１５日（金） 

大型バス ５台 １台 １０台 

 

(2) 市実行委員会が作成する運行計画、会場配置図（別紙）を基にしたバスの運行 

(3) 上記業務に必要な申請及び調整業務 

 

６ 安全管理 

受注者は、安全管理に関し、次に掲げる事項について万全を期すること。 

(1) 運転者の管理 

受注者は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第５条により所定の連

続運転時間を超える場合には、交代運転者を用意するなど、運転者の過労防止に努める

こと。 
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(2) 損害・事故責任 

本業務の履行に際し、受注者の瑕疵により既設物、仮設物等への破損、紛失、第三者

への事故等が発生した場合は、すべて受注者の責任とし、発注者はいかなる責任も負わ

ないものとする。 

(3) 保険 

労働災害保険、賠償責任保険及び動産総合保険等、業務上必要となる保険に加入する

こと。 

 

７ 法令、条例等の遵守 

本業務の履行に関係する法令、条例等は遵守すること。なお、法令、条例等に基づき必

要な許認可や有資格者の配置等については、適切に対応すること。 

 

８ 提出書類 

受注者は、次の書類を提出すること。 

資料名 数量 

ア 緊急事態発生時の通報連絡体制図 １部 

イ 加入している賠償責任保険証券の写し １部 

ウ 運送引受書（必要に応じて） １部 

エ 輸送バス実績報告書（履行後） １部 

オ その他市実行委員会が指示するもの一式 １部 

 

９ 適用 

(1) 範囲 

本仕様書は、本業務の基本的事項について定めるものであり、本仕様書に明記され

ていない事項でも業務遂行上必要な事項は、発注者と協議の上、受注者の責任におい

て、誠実に履行すること。なお、これに伴う費用については、別途協議する。 

(2) 疑義 

本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

 

10 契約に関する条件等 

 (1) 配車条件 

 受注者は配車日において発注者が指示する時間及び場所にバスを配車し、事前の運

行指示に従い安全・確実かつ円滑にバスを運行すること。 

 また、配車する車両は、法定点検を受けた安全な車両とし、万一、運行の支障となる

事故または故障を生じた場合は、直ちに代替車両を手配する等必要な措置を講じるこ

と。 
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(2) 業務の履行に関する措置 

本業務内容及び業務にあたっての留意事項に反し、再三の指摘にも関わらず改善し

ない場合は、契約書の定めに基づき、本業務の委託を破棄できるものとする。 

 (3) 秘密の保持 

受注者は、本業務（業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせた場合を含む。）

を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、または第三者

に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、

その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様と

する。 

(4) 個人情報の保護 

本契約の履行に当たって、発注者が貸与するデータ等に記載された個人情報及びこ

れらの情報から受注者が作成した個人情報はすべて発注者の保有する個人情報とす

る。 

   受注者は、発注者の保有する個人情報について大津市個人情報保護法施行条例（令

和４年条例第４３号）を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を

払うこと。 

 

11 その他 

(1) 入札金額には、燃料代、人件費等運行に伴う一切の経費を含むものとする。 

(2) 行程内容、出発・到着時刻及び輸送人数の変更があった場合は別途協議し処理するも

のとする。ただし、受注者都合による変更で生じた経費については、発注者は負担しな

いものとする。 

(3) 天災その他やむを得ない理由により業務を中止または変更する必要が生じたときは、

発注者と協議のうえ、変更できるものとする。 

 


